
Step.1 事前調査

Step.2 交付申請

Step.3 工事着手～補助金の支払い

八戸市危険空き家等除却事業補助金　手続きの流れ

１．事前調査申請

２．現地調査・判定

２．結果通知

【必要書類】

① 〔第1号様式〕事前調査申請書

② 〔第2号様式〕誓約書

③ 建物の登記事項証明書又は納税通知書（固定資産課税明細書）

④ 解体工事の見積書の写し（発行年月日が明示されたもの）

⑤ 建物の位置図

⑥ 現況写真（撮影年月日が明示されたもの）

⑦ 申請者が相続人の場合には、所有者との関係が分かる書類（戸籍等）

⑧ その他市長が必要と認める書類

補助対象空き家に

該当する

補助対象空き家に

該当しない

提出期限：令和8年11月13日

※補助対象外

３．補助金交付申請
【必要書類】

① 〔第4号様式〕補助金交付申請書

② 〔第5号様式〕市税の納付状況を確認することに対する同意書

③ 〔第6号様式〕当該空き家に関する共有者同意書（共有者がいる場合のみ）

④ 不動産登記法第14条地図又は公図（無接道敷地の場合のみ）

⑤ 隣接する全ての土地の登記事項証明書（無接道敷地の場合のみ）

⑥ 通帳等（金融機関名、店名、口座番号及び名義人が記載されたもの）の

写し

⑦ 委任する場合は委任状

⑧ その他市長が必要と認める書類

４．補助金交付

決定通知

５．除却工事の請負契約・着手

６．工事の完了・代金の支払い

７．完了報告 【必要書類】

① 〔第13号様式〕完了報告書

② 補助対象工事の工事請負契約書の写し

③ 補助対象工事の支出に係る領収書の写し

④ 施工後の写真（撮影年月日が明示されたもの）

⑤ その他市長が必要と認める書類８．補助金確定通知

９．指定口座へ補助金を振込

提出期限：令和8年12月11日まで、

かつ上記結果通知を発した日から

30日以内

提出期限：令和9年2月12日

振込時期：確定通知日から20日以内

※工事は交付決定通知後に着手すること。
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